
6月1日から受付開始

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
補

助
金
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　

地
震
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を

促
進
す
る
た
め
、
木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
を
行
う
際
に
、
そ
の

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
要
件

・ 

町
内
に
木
造
住
宅
を
所
有
及

び
居
住
し
、
住
民
登
録
が
あ

る
こ
と

・ 

町
税
、
国
民
健
康
保
険
税
を

完
納（
課
税
さ
れ
て
い
る
全

世
帯
員
）し
て
い
る
こ
と

・ 

昭
和
56
年
以
前
に
建
築
さ
れ

た
住
宅
で
、
二
階
以
下
で
あ

る
こ
と

・ 

柱
、
梁
そ
の
他
の
主
要
構
造

部
が
木
材
で
つ
く
ら
れ
て
い

る
こ
と

・ 

㈶
日
本
建
築
防
災
協
会
が
発

行
す
る「
木
造
住
宅
の
耐
震

診
断
と
補
強
方
法
」に
基
づ

い
た
耐
震
診
断
で
あ
る
こ
と

補
助
金
額
等

・ 

補
助
率　

耐
震
診
断
費
用
の

３
分
の
２（
千
円
未
満
切
り

捨
て
）

・
補
助
金
限
度
額　

６
万
円

問
都
市
建
設
課
管
理
計
画
班

☎（
84
）１
２
１
７

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク

塀
な
ど
の
安
全
点
検
を

　

道
路
に
面
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀

が
倒
壊
し
た
場
合
、
通
行
人
へ

の
被
害
が
及
ぶ
ほ
か
、
道
路
交

通
を
妨
げ
、
救
助
活
動
や
消
防

活
動
、
さ
ら
に
は
避
難
を
困
難

に
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た

め
に
、
今
一
度
ご
自
宅
の
ブ
ロ

ッ
ク
塀
・
石
塀
な
ど
を
確
認
し
、

正
し
く
工
事
が
さ
れ
て
い
な
い

も
の
や
老
朽
化
し
て
い
る
も
の

は
、
早
め
に
建
築
士
な
ど
専
門

家
の
点
検
を
受
け
て
、
必
要
に

応
じ
て
補
強
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
改
修
工
事
を
お
考
え

の
方
で
、
町
内
業
者
に
工
事
を

依
頼
す
る
な
ど
要
件
を
満
た
し

た
場
合
は「
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

補
助
金
」の
補
助
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

問
都
市
建
設
課
管
理
計
画
班

☎（
84
）１
２
１
７

全
国
・
千
葉
県
下
一
斉
住
宅

無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　

耐
震
診
断
、
耐
震
改
修
、
新

築
、
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
、
空
き

家
対
策
な
ど
の
幅
広
い
相
談
に

建
築
士
会
山
武
支
部
会
員
が
無

料
で
応
じ
ま
す
。

　

当
日
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
イ

ベ
ン
ト
も
開
催
し
ま
す
の
で
お

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

と　

き　

　

６
月
26
日（
日
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

　

道
の
駅 

み
の
り
の
里 

東
金

主　

催　

　
（
一
社
）千
葉
県
建
築
士
会

　
（
公
社
）日
本
建
築
士
会
連
合
会

問
千
葉
県
建
築
士
会
山
武
支
部

☎
０
４
７
５（
80
）２
０
３
６

令
和
４
年
度
夏
季
の
横
芝

B
＆
G
プ
ー
ル
は
開
設
し

ま
せ
ん
。

　

光
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

の
室
内
温
水
プ
ー
ル
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

問
社
会
文
化
課
施
設
管
理
班

☎（
84
）１
３
５
８

光
し
お
さ
い
公
園

☎（
84
）３
５
１
０

補助対象者の要件
・町内在住で住民登録があること
・ 町税、国民健康保険税等を完納（課税されている
全世帯員）していること
・ 町内の施工業者（本店を町内に有する施工業者で
支店は除く）により改修工事を行うこと
・ 令和5年1月末日までに工事が完了し実績報告が提
出できること
・ 町で実施している他の同様の補助制度を利用して
いないこと
・補助確定から10年間は改修住宅に居住すること
補助対象工事
・工事金額が20万円以上（消費税を除く）
・ 町内で自らが居住する住宅の改修・増改築・設備
改善等
・ 併用住宅の場合は住宅部分のみ対象とし、その他

住宅リフォーム補助金の申請受付を開始します
　町民のみなさんの快適な住環境づくりを目的に、居住している住宅の修繕、増改築、模様替えなどの
工事を行う場合にその経費の一部を補助します。

の部分との床面積を按分して算出
・ 住宅敷地で防災上問題のある外構物（門、門扉、
塀等）の改修
補助金額等
・補 助 率　 消費税を除いた工事費の10％
　　　　　　※ 建築基準法の道路に面するコンクリ

ートブロック塀や門柱などを改修す
る場合は20％

　　　　　　（千円未満切り捨て）
・補助金限度額　20万円
注意事項
・ 受付は先着順とし、予算を超えた時点で終了します。
・ 補助金の交付決定前に着工している工事は対象と
なりません。
・ 補助は同一住宅（世帯）につき一回限りです。
問都市建設課管理計画班　☎84－1217

2022.6.113


